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新たな病床機能の再編支援について

出典：厚生労働省「令和２年度第１回医療政策研修会及び第１回地域医療構想アドバイザー会議（R2.10.9）」資料より抜粋



3

医療機能の分化・連携に必要な病床削減支援

出典：厚生労働省「令和２年度第１回医療政策研修会及び第１回地域医療構想アドバイザー会議（R2.10.9）」資料より抜粋
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医療機能の分化・連携に必要な医療機関統合支援

出典：厚生労働省「令和２年度第１回医療政策研修会及び第１回地域医療構想アドバイザー会議（R2.10.9）」資料より抜粋
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病院の債務整理に必要な借入資金に対する支援

出典：厚生労働省「令和２年度第１回医療政策研修会及び第１回地域医療構想アドバイザー会議（R2.10.9）」資料より抜粋
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補助事業への申請等に係る今後のスケジュール

１．事業計画書の提出

２．事業申請・交付決定

交付申請に先立ち，国で予算の概算枠を把握するための「事業計画書」の提出を求められています。

国の交付要綱及び募集要領が確定次第，県要綱等を制定の上，補助事業者の交付申請を受け付けます。
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※国要綱等の制定時期が不透明であるため，正式な事業申請に係る詳細な期日等は追ってお示しする
こととします。
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